
千葉市経済振興関係事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、地域経済の振興及び育成を図るため経済団体等が行う経済振興関係事業

に要する経費について、予算の範囲内において、千葉市補助金等交付規則（昭和６０年

千葉市規則第８号。以下「規則」という。）及びこの要綱に基づき、当該経済団体等に対

し補助金を交付する。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げる

とおりとする。 

（１）商店街振興組合 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）第２条に規定す

る組合をいう。 

（２）商店街協同組合 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条に規

定する組合をいう。 

（３）中小商業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項第３号及

び第４号に規定する中小企業者をいう。 

（４）商業団体 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条

第１項に規定する中小企業団体、商店街振興組合、商店街協同組合及び任意の団体で

市長が認める者をいう。 

 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）、補助対象者、補助

対象経費、補助率及び補助限度額等は別表に規定するもので市長が適当と認めたものと

する。 

 

（交付の申請） 

第４条 規則第３条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、千葉市経済振

興関係事業補助金交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

 

（交付の条件） 

第５条 規則第５条の規定により附する条件は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）補助事業の内容、経費の配分又は遂行計画の変更をする場合には、あらかじめ市長

の承認を受けること。ただし、事業の趣旨・目的に支障を及ぼさないと認められる変

更であって、補助対象経費の総額の２０％に満たない経費の配分（中心市街地活性化

事業については各事業区分の経費の配分）の変更については、この限りでない。 

（２）補助事業を中止、又は廃止する場合にはあらかじめ市長の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となっ

た場合には速やかに市長に報告し、その指示を受けること。  

 



（交付決定通知） 

第６条 規則第６条の規定による通知は、千葉市経済振興関係事業補助金交付決定通知書

（様式第２号）により通知するものとする。 

 

（変更の交付申請等） 

第７条 第５条第１号又は第２号の規定により承認を受けようとするときは、千葉市経済

振興関係事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を市長に提出しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、変更の内容を調査し、補助金

の変更に係る交付を決定し、千葉市経済振興関係事業補助金変更交付決定通知書（様式

第３号の２）により通知するものとする。 

 

（状況報告） 

第８条 規則第１０条の規定により報告しようとするときは、市長が定める期日までに、

千葉市経済振興関係事業状況報告書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第９条 規則第１２条の規定により報告しようとするときは、市長が定める期日までに千

葉市経済振興関係事業実績報告書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

 

（額の確定通知） 

第１０条 規則第１３条の規定による通知は、千葉市経済振興関係事業補助金額確定通知

書（様式第６号）によるものとする。 

 

（交付の請求） 

第１１条 規則第１６条第１項の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、

千葉市経済振興関係事業補助金交付請求書（様式第７号）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 規則第１６条第２項において準用する同条第１項の規定により補助金の交付の請求を

しようとするときは、千葉市経済振興関係事業補助金一括（分割）事前交付請求書（様

式第８号）を市長に提出しなければならない。 

 

（決定の取消通知） 

第１２条 規則第１７条第３項において準用する第６条の規定による通知は、千葉市経済

振興関係事業補助金交付決定取消通知書（様式第９号）によるものとする。 

 

（返還命令） 

第１３条 規則第１８条第１項又は第２項の規定による返還命令は、千葉市経済振興関係

事業補助金返還命令書（様式第１０号）によるものとする。 

 



（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

 

附 則 

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行し、平成１７年度分の補助金から適用する。 

２ 千葉市いきいき商店街近代化事業補助金交付要綱は廃止する。 

３ 千葉市商店街共同施設事業補助金交付要綱は廃止する。 

４ 千葉市わくわく商店街活性化推進事業補助金交付要綱は廃止する。 

５ 千葉市商店街販売促進支援事業補助金交付要綱は廃止する。 

６ 千葉市一店逸品創出事業補助金交付要綱は廃止する。 

７ 千葉市商業インキュベート事業補助金交付要綱は廃止する。 

８ 千葉市経済振興事業等補助金交付要綱は廃止する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１８年１月１日から施行し、平成１７年度分の補助金から適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行し、平成１８年度分の補助金から適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行し、平成１９年度分の補助金から適用する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２０年９月１０日から施行し、平成２０年度分の補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行し、平成２１年度分の補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２１年１０月１日から施行し、平成２１年度分の補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度分の補助金から適用する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度分の補助金から適用する。 

 

  附 則 



この要綱は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度分の補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度分の補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度分の補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度分の補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行し、平成３０年度分の補助金から適用する。 

 

  附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度分の補助金から適用する。 

 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度分の補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年２月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年２月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年５月１日から施行する。 

  



別表                                  Ｎｏ１ 

事 業 名 商店街高度化事業 

事 業 趣 旨 地域住民等のニーズや商店街を取り巻く外部環境の変化を踏まえ

た上で、地域経済の持続的な発展を図るために実施する商店街の中長

期的発展及び自立化の促進に寄与する商店街施設の環境整備事業等

に要する経費について補助金を交付する。 

補 助 対 象 者 商店街振興組合 

商店街協同組合 

補助対象事業 

補助対象経費 

補 助 率 

補 助 限 度 額 

１ 研修会等設置事業（１～３年度事業） 

事業趣旨に沿った事業推進体制の確立及び事業運営の円滑化を図

るための研修会等を実施する事業。 

補助対象経費 報償費、交通費、消耗品費、印刷製本費、 

通信運搬費、委託料、使用料及び賃借料 

補助率 １／２以内（補助期間３年間） 

補助限度額 ２００千円／年（但し、予算の範囲内） 

 

２ 基本計画策定事業（１つの事業につき 1 カ年度まで） 

 事業趣旨に沿った基本計画を策定する事業。 

補助対象経費 委託料（設計費を含む） 

補助率 １／２以内 

補助限度額 ３，０００千円（但し、予算の範囲内） 

 

３ 実施計画策定事業（１つの事業につき 1 カ年度まで） 

 事業趣旨に沿った基本計画に基づく実施計画（基本設計を含む）を

行う事業。 

補助対象経費 委託料（設計費を含む） 

補助率 １／２以内 

補助限度額 ２，０００千円（但し、予算の範囲内） 

 

４ 環境整備事業 

 事業趣旨に沿った基本計画及び実施計画に基づく商店街施設の建

設等を行う事業。 

補助対象経費 工事請負費（設計管理費、工事費） 

補助率 １／２以内 

補助限度額 ２００，０００千円（但し、予算の範囲内） 
 



補助対象外事業 ・特定企業の利益とみなされるもの。 

・環境整備事業の総額が４，０００万円以下のもの。 

・道路法、建築基準法及びその他の法令に違反する事業。 

・施設建設用地の取得。 

・その他市長が補助事業として不適当と認めるもの。 

備 考 ・補助金の交付申請には、「定款又は規約」、「役員及び組合員名簿」を

添付しなければならない。 

・実施計画策定事業に係る申請には、上記のほか、「基本計画」を添付

しなければならない。 

・環境整備事業に係る申請には、上記のほか、「基本計画」、「実施計

画」、「工事請負契約書又は見積書の写し」、「設計図面」、「建築許可

書等の写し」を添付しなければならない。 

・環境整備事業に着手するときは、千葉市経済振興関係事業着手届

（様式第１１号）を、事業が完了したときは千葉市経済振興関係事

業完了届（様式第１２号）をそれぞれ市長に提出しなければならな

い。 

・国、地方公共団体、その他公的団体等からの補助金等を受ける場合

には、これらの補助額等を総額より控除した額を補助対象経費とす

る。なお、この場合、補助金の交付決定に係る書類及び確定に係る

書類の通知を受けたときには、それぞれの写しを市長へ提出しなけ

ればならない。 

・基本計画は、事業趣旨に沿った環境整備事業を行うに当たり、その

事業内容が、地域住民等のニーズや商店街を取り巻く外部環境の変

化を踏まえたものであり、商店街において自律的に継続して取り組

む事業として施設やサービスの利用者数、採算性等を確認するため

に必要な調査・分析を実施した上で、策定しなければならない。な

お、本事業で実施する調査は、以下の２つの観点を含まなければな

らない。ただし、その他の観点を妨げるものではない。 

【①ニーズ調査】 

地域住民等に対するアンケートやヒアリング等により、地域住民

等が商店街に求める機能に対応した事業であることを明確にす

る調査。 

【②マーケティング調査】 

地域の人口規模、商業量や地域住民の買い物動向、住民行動範囲

のデータ等を活用し、事業内容について、事業規模や利用者数の

想定が適切であること及び採算性が適切で自立的な事業継続が

可能であること等を明確にする調査。 

・環境整備事業における商店街施設の取組み例としては、アンテナシ

ョップの設置、インキュベーション施設の整備、コミュニティカフ



ェの整備、多世代交流施設の整備等が想定される。これらはあくま

でも取組みの例であり、事業趣旨に沿ったものであれば、対象とな

る。 

・補助対象経費には、公租公課（印紙税、消費税及び地方消費税等）

は含まない。 

・補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるも

のとする。 

 

  



別表                                  Ｎｏ２ 

事 業 名 商店街共同施設等整備事業 

事 業 趣 旨 商店街の振興又は商店街来街者の安全・安心な環境維持のために、

商業団体が実施する商店街共同施設整備等に要する経費について補

助金を交付する。 

補 助 対 象 者 以下の要件を満たす商業団体。ただし、市長が特に認める商業団体

については、この限りでない。 

・市内に主たる事業所を有すること。 

・任意の商業団体は、会員の全部が市内に事業所を有しており、団体

設立から１年以上を経過し相当の事業実績を有すること。 

補助対象事業 

補助対象経費 

補 助 率 

補 助 限 度 額 

１ 商店街共同施設 

アーチ、アーケード、防犯カメラ、カラー舗装、駐車場、放送設備、

映像設備、その他市長が適当と認める施設をいう。 

（１）設置 

補助対象経費 工事請負費（設置費） 

補助率 ２／３以内 

補助限度額 ２０，０００千円（但し、予算の範囲内） 

（２）修繕 

補助対象経費 修繕請負費 

補助率 １／２以内 

補助限度額 １０，０００千円（但し、予算の範囲内） 

２ ソフト整備等 

商業団体が整備する商店街共同施設以外の販売力向上に資するソ

フト整備をいう。 

（１）整備 

補助対象経費 整備請負費、消耗品費、印刷製本費、使用料、賃借

料、機器購入費 等 

補助率 ２／３以内 

補助限度額 ３００千円（但し、予算の範囲内） 

（２）改修 

補助対象経費 改修請負費及び改修に伴い発生する使用料・賃借料 

等 

ただし、経常的に発生する改修の費用は対象外とす

る。 

補助率 １／２以内 

補助限度額 ３００千円（但し、予算の範囲内） 
 



補助対象外事業 ・土地取得及びこれに伴う移転補償。 

・道路法、建築基準法その他法令に違反する施設。 

・市及び公益財団法人千葉市産業振興財団の他の補助金交付の対象

となるもの。 

・その他市長が補助事業として不適当と認めるもの。 

備 考 ・交付申請には、「見積書の写し」、「定款又は規約」、「役員及び組合

員名簿」を添付しなければならない。 

・商店街共同施設の補助金交付申請には、上記に加え「設計図書」、

「建築許可書等の写し」を添付しなければならない。 

・国、地方公共団体、その他公的団体等からの補助金等を受ける場合

には、これらの補助額等を総額より控除した額を補助対象経費とす

る。なお、この場合、補助金の交付決定に係る書類及び確定に係る

書類の通知を受けたときには、それぞれの写しを市長へ提出しなけ

ればならない。 

・補助対象経費には、公租公課（印紙税、消費税及び地方消費税等）

は含まない。 

・補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるも

のとする。 

・設置・修繕事業に着手するときは、千葉市経済振興関係事業着手届

（様式第１１号）を、事業が完了したときは千葉市経済振興関係事

業完了届（様式第１２号）をそれぞれ市長に提出しなければならな

い。 

・実績報告には、「領収書（銀行振込受領書）の写し」のほか、写真や

納品書など成果物を確認できる書類を添付しなければならない。 

 

  



別表                                  Ｎｏ３  

事 業 名 小規模事業者指導事業 

事 業 趣 旨 市内小規模事業者の経営・技術改善を図るため、千葉商工会議所等

が実施する小規模事業者への支援事業に要する経費について補助金

を交付する。 

補 助 対 象 者 千葉商工会議所 

千葉市土気商工会 

 

補助対象事業 

補助対象経費 

補 助 率 

補 助 限 度 額 

市内小規模事業者に対する経営指導員等の指導・支援及び講演・講

習会等各種事業。 

 

補助対象経費 人件費、報償費、使用料及び賃借料 

補助率 １／２以内 

補助限度額 予算の範囲内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表                                  Ｎｏ４ 

事 業 名 商店街共同化推進事業 

事 業 趣 旨 商店街の活性化及び連携強化のため、千葉市商店街連合会が実施す

る各種事業に要する経費について補助金を交付する。 

補 助 対 象 者 千葉市商店街連合会 

補助対象事業 

補助対象経費 

補 助 率 

補 助 限 度 額 

市内商店街の統括団体である千葉市商店街連合会が実施する本市

商業の振興に寄与すると認められる各種事業。 

 

補助対象経費 賃金、報償費、交通費、消耗品費、食糧費（外部の

者が出席する会議等のお茶など簡素な飲食に限

る）、印刷製本費、修繕費、光熱水費、通信運搬費、 

手数料、広告料、保険料、委託料、 

使用料及び賃借料、備品購入費 

補助率 １／２以内 

補助限度額 予算の範囲内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表                                  Ｎｏ５ 

事 業 名 中心市街地活性化事業 

事 業 趣 旨 中心市街地の活性化のため、千葉商工会議所が実施する各種活性化

事業及び組織の運営に要する経費について補助金を交付する。 

補 助 対 象 者 千葉商工会議所 

補助対象事業 

補助対象経費 

補 助 率 

補 助 限 度 額 

千葉商工会議所が実施する、中心市街地の活性化に寄与すると認め

られる各種活性化事業及び組織運営事業。 

 

事業区分 補助対象経費 

各種活性化事

業（事業費） 

賃金、報償費、交通費、消耗品費、食糧費（外部の

者が出席する会議等のお茶など簡素な飲食に限

る）、印刷製本費、修繕費、光熱水費、通信運搬費、 

手数料、広告料、保険料、委託料、 

使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費 

組織運営事業

（運営費） 

人件費、賃金、報償費、交通費、消耗品費、食糧費

（外部の者が出席する会議等のお茶など簡素な飲

食に限る）、印刷製本費、修繕費、光熱水費、通信

運搬費、手数料、広告料、保険料、委託料、 

使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費 

補助率 １／２以内 

補助限度額 予算の範囲内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表                                  Ｎｏ６ 

事 業 名 美化・研修活動事業 

事 業 趣 旨 小売業者の経営合理化及び安定化、組織の強化推進を図るため、千

葉たばこ商業協同組合千葉支部が実施する美化・研修事業に要する経

費について補助金を交付する。 

補 助 対 象 者 千葉県たばこ商業協同組合 千葉支部 千葉地区 

補助対象事業 

補助対象経費 

補 助 率 

補 助 限 度 額 

 千葉たばこ商業協同組合千葉支部が会員の経営合理化等を図るた

め実施する美化・研修事業。 

 

補助対象経費 賃金、報償費、交通費、消耗品費、食糧費（外部の

者が出席する会議等のお茶など簡素な飲食に限

る）、印刷製本費、修繕費、通信運搬費、手数料、

広告料、保険料、使用料及び賃借料、備品購入費 

補助率 １／２以内 

補助限度額 予算の範囲内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表                                  Ｎｏ７ 

事 業 名 新港地区連絡協議会活動推進事業 

事 業 趣 旨 新港地区における操業環境、交通問題等の課題を解決し、産業集積

と既存産業の活性化を図るため、新港地区連絡協議会の活動に要する

経費について補助金を交付する。 

補 助 対 象 者 新港地区連絡協議会 

補助対象事業 

補助対象経費 

補 助 率 

補 助 限 度 額 

地区内の課題解決に向けた取組や連携に関する事業。 

 

補助対象経費 賃金、報償費、交通費、消耗品費、食糧費（外部の

者が出席する会議等のお茶など簡素な飲食に限

る）、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、

使用料及び賃借料 

補助率 １／２以内 

補助限度額 予算の範囲内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表                                  Ｎｏ８ 

事 業 名 研修活動事業 

事 業 趣 旨 市内事業者における経営合理化及び安定化、組織の強化推進を図る

ため、千葉市内陸企業連合会が実施する研修活動事業に対し、補助金

を交付する。 

補 助 対 象 者 千葉市内陸企業連合会 

補助対象事業 

補助対象経費 

補 助 率 

補 助 限 度 額 

千葉市内陸企業連合会が会員の経営合理化等を図るため実施する

研修活動事業。 

 

補助対象経費 報償費、使用料及び賃借料 

補助率 １／２以内 

補助限度額 予算の範囲内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表                                  Ｎｏ９ 

事 業 名 貿易振興推進事業 

事 業 趣 旨 貿易の振興を図るため、千葉市貿易振興会の活動に要する経費につ

いて補助金を交付する。 

補 助 対 象 者 千葉市貿易振興会 

補助対象事業 

補助対象経費 

補 助 率 

補 助 限 度 額 

市内貿易事業者の振興に寄与する事業。 

 

補助対象経費 人件費、報償費、消耗品費、食糧費（外部の者が出

席する会議等のお茶など簡素な飲食に限る）、印刷

製本費、通信運搬費、手数料、手数料及び賃借料 

補助率 １／２以内 

補助限度額 予算の範囲内 
 

 

  



様式第１号  

 

年  月  日  

 

 

千葉市経済振興関係事業補助金交付申請書  

 

 

（あて先）千葉市長  

 

住   所                       

団 体 名                       

代 表 者 名                   （※） 

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。  

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請であることを            

確認できる場合は記名のみで可。  

連絡先電話番号                       

連絡先電子メールアドレス           ＠           

 

 

     年度において千葉市経済振興関係事業補助金の交付を受けたいので、

千葉市補助金等交付規則第３条の規定により交付申請をいたします。  

 

 

１ 補 助 事 業 名 

 

 ２ 補助金申請額                円 

 

 ３ 添付書類  

 （１）事業計画書  

 （２）収支予算書  

 （３）その他市長が必要と認めるもの  

 

 

 

 

 



様式第２号  

 

千葉市指令  第  号 

 

住  所                

団 体 名                

代表者名              様 

 

千葉市経済振興関係事業補助金交付決定通知書  

 

     年  月   日付けで交付申請のあった            に

対する補助金として千葉市補助金等交付規則第６条の規定により次のとおり通

知します。  

 

      年  月  日 

 

千葉市長            

 

 １ 補助金額               円 

 

 ２ 交付条件  

（１）補助事業の内容、経費の配分又は遂行計画の変更をする場合にはあら

かじめ市長の承認を受けること。  

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合にはあらかじめ市長の承認を受

けること。  

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難

となった場合には速やかに市長に報告し、その指示を受けること。  

（４）千葉市補助金等交付規則及び千葉市経済振興関係事業補助金交付要綱

を遵守すること。  

 

（審査請求等について） 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。  

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができ

ます。 



様式第３号  

 

年  月  日  

 

 

千葉市経済振興関係事業変更（中止・廃止）承認申請書  

 

 

（あて先）千葉市長  

 

住   所                       

団 体 名                       

代 表 者 名                   （※） 

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。  

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請であることを            

確認できる場合は記名のみで可。  

連絡先電話番号                       

連絡先電子メールアドレス           ＠           

 

 

     年  月   日付け千葉市指令   第  号により交付決定のあっ

た下記事業について事業計画の変更をしたいので、千葉市経済振興関係事業補

助金交付要綱第７条の規定により申請いたします。  

 

 

 １ 補助事業名  

 

 ２ 事 業 内 容   変更前 

           変更後 

 

 ３ 変更（中止・廃止）の理由  

 

 ４ 変更（中止・廃止）の予定年月日       年  月  日 

 

 ５ 添 付 書 類 

 （１）収支予算書  

 （２）変更（中止・廃止）に伴う関係書類等  



様式第３号の２ 

千葉市指令  第  号 

 

千葉市経済振興関係事業補助金変更交付決定通知書  

 

住  所                

団 体 名                

代表者名              様 

 

     年  月   日付け変更交付申請のあった千葉市経済振興関係事業

補助金について、次のとおり変更交付を決定したので、千葉市経済振興関係事

業補助金交付要綱第７条第２項の規定により通知します。  

 

          年  月  日 

 

                                                千葉市長                  

 

１ 変更前補助金交付決定額             円 

 

２ 変更後補助金交付決定額             円 

 

３ 差引額                    円 

 

４ 交付条件  

（１）補助事業の内容、経費の配分又は遂行計画の変更をする場合にはあらか

じめ市長の承認を受けること。  

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合にはあらかじめ市長の承認を受け

ること。  

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合には速やかに市長に報告し、その指示を受けること。  

（４）千葉市補助金等交付規則及び千葉市経済振興関係事業補助金交付要綱を

遵守すること。  

 

（審査請求等について） 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。  

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができ

ます。 



様式第４号  

 

年  月  日  

 

 

千葉市経済振興関係事業状況報告書 

 

 

（あて先）千葉市長  

 

住   所                       

団 体 名                       

代 表 者 名                   （※） 

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。  

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請であることを            

確認できる場合は記名のみで可。  

連絡先電話番号                       

連絡先電子メールアドレス           ＠           

 

 

     年  月   日付け千葉市指令   第  号により交付決定のあっ

た下記事業の     年  月  日現在の遂行状況について、千葉市補助金

等交付規則第１０条の規定により報告いたします。  

 

 

 １ 補助事業名  

 

 ２ 補助事業の着手年月日        年  月  日 

   及び完了予定年月日        年  月  日 

 

 ３ 補助事業の経過及び内容  

 

 ４ 添付書類  

 （１）経過及び内容を証する書類等  

 （２）その他市長が必要と認めるもの  

 

 



 

様式第５号  

 

年  月  日  

 

 

千葉市経済振興関係事業実績報告書 

 

 

（あて先）千葉市長  

 

住   所                       

団 体 名                       

代 表 者 名                   （※） 

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。  

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請であることを            

確認できる場合は記名のみで可。  

連絡先電話番号                       

連絡先電子メールアドレス           ＠           

 

 

     年  月  日付け千葉市指令   第  号により補助金交付決

定のあった下記事業が終了しましたので、千葉市補助金等交付規則第１２条の

規定により関係書類を添えて報告いたします。  

 

 

 １ 補助事業名  

 

 ２ 事業の効果  

 

 ３ 添付書類  

 （１）事業実績書  

 （２）収支決算書  

 （３）その他市長が必要と認めるもの  

 

 

 



様式第６号  

 

千葉市達  第  号 

 

住  所                

団 体 名                

代表者名              様 

 

千葉市経済振興関係事業補助金額確定通知書  

 

     年  月  日付け千葉市経済振興関係事業実績報告書により、    

年度の千葉市経済振興関係事業補助金額を次のとおり確定したので、千

葉市補助金等交付規則第１３条の規定により次のとおり通知します。  

 

      年  月  日 

 

千葉市長            

 

 １ 補助事業名  

 

 ２ 補助金の交付決定額                円  

 

 ３ 補助事業に要する経費                円  

 

 ４ 補助対象経費                   円  

 

 ５ 補助率 

 

 ６ 補助金の確定額                   円  

 

 

（審査請求等について） 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。  

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができ

ます。 



様式第７号  

 

年  月  日  

 

 

千葉市経済振興関係事業補助金交付請求書  

 

 

（あて先）千葉市長  

 

住   所                       

団 体 名                       

代 表 者 名                   （※） 

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。  

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請であることを            

確認できる場合は記名のみで可。  

連絡先電話番号                       

連絡先電子メールアドレス           ＠           

 

 

     年  月   日付け千葉市達   第  号千葉市経済振興関係事業

補助金額確定通知書により確定した補助金の交付について、千葉市補助金等交

付規則第１６条第１項の規定により請求します。  

 

 

 １ 補助事業名  

 

 ２ 補助金交付請求額               円 

 

 ３ 添付書類  

 （１）補助金額確定通知書の写し  

 （２）その他市長が必要と認めるもの  

 

 

 

 

 



様式第８号  

 

年  月  日  

 

 

千葉市経済振興関係事業補助金一括（分割）事前交付請求書  

 

 

（あて先）千葉市長  

 

住   所                       

団 体 名                       

代 表 者 名                   （※） 

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。  

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請であることを            

確認できる場合は記名のみで可。  

連絡先電話番号                       

連絡先電子メールアドレス           ＠           

 

 

     年  月   日付け千葉市指令   第  号により千葉市経済振興

関係事業補助金交付決定通知のあった補助金の交付について、千葉市補助金等

交付規則第１６条第２項の規定により請求します。  

 

 

 １ 補助事業名  

 

 ２ 補助金の交付決定額               円 

 

 ３ 補助金の既交付額     年  月  日交付         円 

                年  月  日交付         円 

                        計         円 

 

 ４ 今回交付請求額                  円 

 

 ５ 添付書類  

 （１）補助金交付決定通知書の写し  

 （２）その他市長が必要と認めるもの  



様式第９号  

 

千葉市達  第  号 

 

住  所                

団 体 名                

代表者名              様 

 

千葉市経済振興関係事業補助金交付決定取消通知書  

 

     年  月   日付け千葉市指令   第  号により通知した千葉市

経済振興関係事業補助金交付決定の全部（一部）を次のとおり取消したので、千

葉市補助金等交付規則第１７条第３項において準用する第６条の規定により次

のとおり通知します。  

 

      年  月  日 

 

千葉市長            

 

 １ 補助事業名  

 

 ２ 補助金の交付決定額                円  

 

 ３ 取消額                      円  

 

 ４ 取消後の交付決定額                円  

 

 ５ 取消の理由  

 

 

（審査請求等について） 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。  

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができ

ます。 



様式第１０号  

 

千葉市達  第  号 

 

住  所                

団 体 名                

代表者名              様 

 

千葉市経済振興関係事業補助金返還命令書  
 

 千葉市補助金等交付規則第１８条第  項の規定により、次のとおり返還を命

ずる。 

 

      年  月  日 

 

千葉市長            

 

 １ 補助事業名  

 

 ２ 補助金の交付決定額                円  

 

 ３ 補助金の既交付額     年  月  日交付         円 

                年  月  日交付         円 

                        計         円 

 

 ４ 補助金の交付確定額                円  

 

 ５ 返還すべき金額                   円  

 

 ６ 返還期限         年  月  日 

 

 ７ 返還を命ずる理由 

 

 ８ 返還方法  

 

（審査請求等について） 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。  

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができ

ます。 



様式第１１号  

 

年  月  日  

 

 

千葉市経済振興関係事業着手届 

 

 

（あて先）千葉市長  

 

住   所                       

団 体 名                       

代 表 者 名                   （※） 

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。  

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請であることを            

確認できる場合は記名のみで可。  

連絡先電話番号                       

連絡先電子メールアドレス           ＠           

 

 

     年  月   日付け千葉市指令   第  号により補助金の交付決

定のあった下記事業につきまして着工しましたので、千葉市経済振興関係事業

補助金交付要綱別表の規定によりお届けします。  

 

 

 １ 補助事業名  

 

 ２ 着手年月日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１２号  

 

年  月  日  

 

 

千葉市経済振興関係事業完了届 

 

 

（あて先）千葉市長  

 

住   所                       

団 体 名                       

代 表 者 名                   （※） 

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。  

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）からの申請であることを            

確認できる場合は記名のみで可。  

連絡先電話番号                       

連絡先電子メールアドレス           ＠           

 

 

     年  月   日付け千葉市指令   第  号により補助金の交付決

定のあった下記事業につきまして完了しましたので、千葉市経済振興関係事業

補助金交付要綱別表の規定によりお届けします。  

 

 

 １ 補助事業名  

 

 ２ 完了年月日  

 

 

 

 

 


